
第５４回神河町議会定例会に提出された議案

○町長提出議案

報 告 第 ５ 号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びその和

解）

報 告 第 ６ 号 平成２４年度（第１５期）株式会社神崎フード経営状況報告の件

報 告 第 ７ 号 平成２４年度（第１７期）株式会社グリーンエコー経営状況報告の件

報 告 第 ８ 号 平成２４年度神河町一般会計継続費精算報告の件

報 告 第 ９ 号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告の件

報告第１０号 平成２４年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価

の結果報告の件

第７５号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（平成２５年度神河町水道

事業会計補正予算（第２号））

第７６号議案 神河町子ども⋞子育て会議条例制定の件

第７７号議案 神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件

第７８号議案 神河町職員の給与の臨時特例に関する条例の一部を改正する条例制定

の件

第７９号議案 神河町集落集会施設設置条例の一部を改正する条例制定の件

第８０号議案 兵庫県市町交通災害共済組合を組織する地方公共団体の数の減及び規

約の変更の件

第８２号議案 平成２５年度神河町介護療育支援事業特別会計補正予算（第２号）

第８３号議案 平成２５年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

第８４号議案 平成２５年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）

第８５号議案 平成２５年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

第８６号議案 平成２５年度神河町土地開発事業特別会計補正予算（第２号）

第８７号議案 平成２５年度神河町老人訪問介護事業特別会計補正予算（第２号）

第８８号議案 平成２５年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第２号）

第８９号議案 平成２５年度神河町寺前地区振興基金特別会計補正予算（第２号）

第９０号議案 平成２５年度神河町水道事業会計補正予算（第３号）

第９１号議案 平成２５年度神河町下水道事業会計補正予算（第２号）

第９２号議案 平成２５年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第２号）

第９３号議案 平成２４年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件

第９４号議案 平成２４年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第９５号議案 平成２４年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第９６号議案 平成２４年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定の

件
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第９７号議案 平成２４年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第９８号議案 平成２４年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第９９号議案 平成２４年度神河町老人訪問看護事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第１００号議案 平成２４年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

第１０１号議案 平成２４年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定の件

第１０２号議案 平成２４年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定の件

第１０３号議案 平成２４年度神河町水道事業会計決算認定の件

第１０４号議案 平成２４年度神河町下水道事業会計決算認定の件

第１０５号議案 平成２４年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件

第１０６号議案 平成２５年度神河町一般会計補正予算（第２号）

第１０７号議案 財産処分の件

○議会提出議案

発 議 第 ４ 号 町長の専決処分事項の指定についての一部を改正する指定の件

発 議 第 ５ 号 道州制導入に反対する意見書
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神河町告示第 128号

第54回神河町議会定例会を次のとおり招集する。

平成25年８月29日

神河町長 山 名 宗 悟

１ 期 日 平成25年９月３日

２ 場 所 神河町役場 議場

○開会日に応招した議員

小 林 和 男 藤 森 正 晴

立 石 富 章 廣 納 良 幸

髙 橋 省 平 藤 原 日 順

松 山 陽 子 成 田 政 敏

藤 原 裕 和 山 下 皓 司

宮 永 肇 安 部 重 助

赤 松 正 道

○応招しなかった議員

な し
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平成25年 第54回（定例）神 河 町 議 会 会 議 録（第１日）

平成25年９月３日（火曜日）

議事日程（第１号）

平成25年９月３日 午前９時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸報告

日程第４ 発議第４号 町長の専決処分事項の指定についての一部を改正する指定の件

日程第５ 報告第５号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びそ

の和解）

日程第６ 報告第６号 平成24年度（第15期）株式会社神崎フード経営状況報告の件

日程第７ 報告第７号 平成24年度（第17期）株式会社グリーンエコー経営状況報告の件

日程第８ 報告第８号 平成24年度神河町一般会計継続費精算報告の件

日程第９ 報告第９号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告の件

日程第10 報告第10号 平成24年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価の結果報告の件

日程第11 第75号議案 専決処分をしたものにつき承認を求める件（平成25年度神河町水

道事業会計補正予算（第２号））

日程第12 第76号議案 神河町子ども⋞子育て会議条例制定の件

日程第13 第77号議案 神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件

第78号議案 神河町職員の給与の臨時特例に関する条例の一部を改正する条例

制定の件

日程第14 第79号議案 神河町集落集会施設設置条例の一部を改正する条例制定の件

日程第15 第80号議案 兵庫県市町交通災害共済組合を組織する地方公共団体の数の減及

び規約の変更の件

日程第16 第81号議案 平成25年度神河町一般会計補正予算（第２号）

日程第17 第82号議案 平成25年度神河町介護療育支援事業特別会計補正予算（第２号）

日程第18 第83号議案 平成25年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第19 第84号議案 平成25年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第20 第85号議案 平成25年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第21 第86号議案 平成25年度神河町土地開発事業特別会計補正予算（第１号）

日程第22 第87号議案 平成25年度神河町老人訪問看護事業特別会計補正予算（第２号）

日程第23 第88号議案 平成25年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第
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２号）

日程第24 第89号議案 平成25年度神河町寺前地区振興基金特別会計補正予算（第１号）

日程第25 第90号議案 平成25年度神河町水道事業会計補正予算（第３号）

日程第26 第91号議案 平成25年度神河町下水道事業会計補正予算（第２号）

日程第27 第92号議案 平成25年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第２号）

日程第28 第93号議案 平成24年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件

第94号議案 平成24年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

第95号議案 平成24年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

第96号議案 平成24年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定

の件

第97号議案 平成24年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第98号議案 平成24年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第99号議案 平成24年度神河町老人訪問看護事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

第 100号議案 平成24年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算認

定の件

第 101号議案 平成24年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定

の件

第 102号議案 平成24年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定

の件

第 103号議案 平成24年度神河町水道事業会計決算認定の件

第 104号議案 平成24年度神河町下水道事業会計決算認定の件

第 105号議案 平成24年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸報告

日程第４ 発議第４号 町長の専決処分事項の指定についての一部を改正する指定の件

日程第５ 報告第５号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びそ

の和解）

日程第６ 報告第６号 平成24年度（第15期）株式会社神崎フード経営状況報告の件
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出席議員（13名）

１番 小 林 和 男 ８番 藤 森 正 晴

２番 立 石 富 章 ９番 廣 納 良 幸

３番 髙 橋 省 平 11番 藤 原 日 順

４番 松 山 陽 子 12番 成 田 政 敏

５番 藤 原 裕 和 13番 山 下 皓 司

６番 宮 永 肇 14番 安 部 重 助

７番 赤 松 正 道

欠席議員（なし）

欠 員（１名）

事務局出席職員職氏名

局長 澤 田 俊 一 主査 槇 良 裕

説明のため出席した者の職氏名

町長 山 名 宗 悟 地域振興課参事 小 林 一 三

副町長 細 岡 重 義 地籍課長 藤 原 靖 彦

教育長 澤 田 博 行 上下水道課長 坂 本 康 弘

会計管理者兼会計課長 橋 本 三千也 健康福祉課長兼地域局長

総務課長 前 田 義 人 佐 古 正 雄

総務課参事兼財政特命参事 病院事務長 細 岡 弘 之

太 田 俊 幸 病院医事課長兼総務課長

情報センター所長 村 岡 悟 浅 田 譲 二

税務課長 玉 田 享 病院総務課副課長 藤 原 秀 明

住民生活課長 足 立 和 裕 教育課長 谷 口 勝 則

地域振興課長 野 村 浩 平 教育課参事 藤 原 良 喜

○議長（安部 重助君） 皆さん、おはようございます。

定例会開会に先立ちまして、去る７月２６日未明、突然の訃報の連絡が入りました。

同僚であります竹内康男議員の急逝のお知らせでした。思いも寄らぬ連絡に、言いよう

のない驚きと悲しみを覚えました。ここに謹んで哀悼の意を表しますとともに、議員活

動も道半ば、これから町政発展に寄与すべく活躍を期待しておりましたが、再び接する

ことのできないことには痛惜にたえません。ここに竹内康男議員の御冥福を祈り、謹ん

で黙祷をささげたいと思います。皆様方の御協力をお願いいたします。
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黙祷。

〔全員黙祷〕

○議長（安部 重助君） ありがとうございました。

開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

本日ここに第５４回神河町議会定例会が招集されましたところ、議員各位並びに執行

部におかれましては定刻までに御参集を賜り、開会できますことは、町政のため御同慶

にたえません。

故竹内康男議員欠員による補充は、公職選挙法第３４条の第２項の規定により、直近

の選挙より議会任期までの間、６カ月以内に生じた場合については、補欠選挙は行われ

ないことになっているため、今後の活動は１３名の議員で行っていきますので、御了承

願います。

ことしの夏は記録的な猛暑のために、熱中症で５万３，０００人以上の方々が被害に

遭われています。また、各地で集中豪雨による被害も多く発生し、昨日は我が町におい

ても未明からの大雨により、越知区から福本区にかけて、河川、県道の崩壊、土砂によ

る家屋の床上⋞床下浸水、田畑への流出等、大きな被害が発生しております。現在、役

場職員により被害状況の把握に鋭意努力をいただいているところであります。一日も早

い復旧を願うところであります。いつどこで何が起こるかわからない最近の気象状況、

自然災害の恐ろしさには格段の注意が必要であります。地域挙げて防災意識を高めてい

かなければならない、また、努めなければならないと思います。

さて、今次定例会は、平成２４年度一般会計並びに各特別会計の歳入歳出決算認定、

平成２５年度補正予算等３７件が提案されます。いずれも町政にとって重要な案件であ

ります。議員各位には格別の御精励を賜りまして、適正妥当な結論が得られますよう、

結果として町民の負託に応えられるよう望みまして、開会の挨拶といたします。

続きまして、町長の挨拶を受けます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） おはようございます。議会の開会に当たりまして、一言御挨拶

を申し上げます。

私のほうからも、お亡くなりになられました竹内康男議員に対しまして、心からの哀

悼の誠をささげたいと思います。

さて、９月１日、防災の日には、兵庫県と播磨地域１２市９町で構成の播磨広域連携

協議会主催で姫路市夢前町において合同防災訓練が実施され、私も構成首長といたしま

して参加をしてきたところでございます。このたびの合同訓練は、山崎断層帯で震度７

の地震を想定しての訓練でありましたが、非常に強い雨の中での悪条件の中、有意義な

訓練となったと私自身も実感をしているところでございます。

議長の挨拶にもございましたように、ことしの夏は記録的な猛暑となり、その一方で、

集中豪雨やゲリラ豪雨により日本列島各地で甚大な被害が発生をしています。昨日は、

－８－



新聞報道にもございましたが、兵庫県内は特に西播磨、北播磨、そして丹波地域を中心

に非常に激しい雨に見舞われ、神河町も昨日、早朝からの雷を伴った鍛冶⋞大河区、猪

篠川、越知川流域を中心に非常に強い降雨により、大雨洪水警報は未発令ではありまし

たが、学校関係では２学期の始まりということもございまして、町独自の判断で登校を

見合わせることとし、後の警報発令により臨時休校とさせていただいたところでありま

す。また、午前７時３０分より水防本部設置と同時に水防指令３号を発令をし、情報収

集、そして水防活動に当たらせていただきました。

雨の状況につきましては、神河町全域での降り始めが９月２日の午前４時ごろからで

ありましたが、雨のピークは午前６時から８時の時間帯で、特に町南部から吉冨、また

福本から越知の区間で、雨量計設置箇所での午前７時から８時の時間雨量で、６０ミリ

以上を記録したのが役場、根宇野、貝野、猪篠でございます。また、最大６０分雨量と

して、午前６時３０分から７時３０分の間で、根宇野で観測史上最大と言える１２６ミ

リでありまして、その上流、岩屋区、越知区も被害が大きいことから、同様の雨が降っ

たものと推察されます。

昨日の雨も、特に２年前の台風１２号災害同様に、越知川流域におきまして、河川の

護岸、道路路肩の崩壊、それに伴っての河川水の民家、農地への浸水、深刻な被害が発

生をしている状況であります。詳細につきましては、この後担当課長より報告をさせて

いただきますが、改めて、このたびの豪雨災害により被害に遭われました町民の皆様に

は心からお見舞いを申し上げますとともに、水防活動に当たっていただきました神河町

消防団を初め、全ての町民の皆様に感謝を申し上げたいと思います。

一方、台風１７号が発生をし、本州に接近しつつあるということでございまして、あ

わせまして前線の活動も活発になるということでございますので、引き続きの警戒が必

要であり、今後も天気予報等、情報収集に努めてまいりたいと考えております。

なお、被害の状況については、昨日より行っておりますが、引き続き情報把握に努め、

その報告とあわせて一刻も早い災害復旧事業着手に取りかかってまいりますので、議員

各位の御協力をよろしくお願い申し上げます。

さて、町民の皆様のアンケート調査から、審議会委員⋞職員プロジェクトでの議論を

踏まえ、平成２４年度に策定をいただきました神河町長期総合計画後期基本計画の概要

版がこのほどでき上がり、今月の広報かみかわと一緒に各戸配布をさせていただきまし

た。アンケート調査から、町民のまちづくりへのキーワードは、安全⋞安心のまちづく

り、人口減少、少子高齢化、雇用の創出、病院を中心とした健康福祉のまちづくりであ

ります。このことは、町長就任以降、各区長様の協力により取り組ませていただきまし

た町長懇談会での意見交換からも明らかとなっております。改めて、神河町議会はもと

より町民の皆様と一緒に長期総合計画を最大限活用をしていきながら、住んでよかった、

自然豊かな、また、ぜひ住んでみたい、そしてぜひまた来てみたい、そういったまちづ

くりに取り組んでまいりますので、御理解、御協力をお願い申し上げます。

－９－



本日は、第５４回神河町議会定例会を招集いたしましたところ、議員皆様の御出席を

賜り、議会が開催されますことを厚くお礼申し上げます。

今定例会には、報告６件、専決処分案件１件、条例制定⋞改正案件４件、規約変更１

件、平成２５年度補正予算１２件、平成２４年度各会計の決算認定１３件の合わせて３

７件であります。議員各位には慎重審議いただき、御承認、可決賜りますよう衷心より

お願いを申し上げまして、開会に当たりましての挨拶とさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

午前９時１５分開会

○議長（安部 重助君） ただいまの出席議員数は、１３名であります。定足数に達して

おりますので、第５４回神河町議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

なお、建設課長は、災害調査のため欠席届が出ております。

また、小林議員、藤原日順議員については、葬儀並びに所用につき途中退席されます

が、御了承願います。

日程に入る前に、昨日の災害被害状況について、現状での状況を住民生活課長から説

明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 住民生活課、足立でございます。

それでは私のほうから、昨日９月２日、秋雨前線によります集中豪雨の雨量につきま

しては町長から述べたとおりでございまして、被害とか水防活動の報告についてお知ら

せをいたします。

水防指令が９月２日午前７時３０分、水防指令３号を発令いたしました。午後１時２

０分に水防指令３号から１号へ変更をいたしました。午後６時４５分に水防指令１号を

解除をいたしました。

被害の状況でございますが、町長申しましたとおり、町の東部に集中して発生をして

おります。被害でございますが、浸水が、住居の床上浸水４件。この４件のうち、グリ

ーンエコー杉の湯も含んでおります。住居床下浸水が３９件、住居以外の床下浸水が７

件という状況でございます。

道路通行どめにつきまして、県道でございますが、県道加美宍粟線、多可町側、岩屋

のトンネル抜けまして少し下ったところで２カ所の土砂流出がございまして、一時全面

通行どめといたしまして、午後２時に片側通行で開放を土木によりましてしております。

一方、岩屋地内の県道岩屋生野線の町道種林線というのが斜めにこう上がっていく右手、

奥向きますと右手から上がってくるんですが、その合流部の少し手前の道路改良をして

ないところの路肩の崩壊がございました。現在は、有効で２．７メーター確保できます

ので、２４時間ガードマン張りつき体制で、片側で通行をしております。その他、越知、
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それから山田、中村の観音橋、それから中村の東山谷川沿いの農道等、現在も通行どめ

をしているところ、それから観音橋のように、もう既に開放をしているところがござい

ます。

土砂流出とか護岸崩壊の被害状況でございますけれども、まず、福本地内福山線の数

カ所で北側斜面からの土砂の流出がございます。それから、越知地内で鉱山の谷川、前

の谷川ですね、深ダワの谷川の洪水氾濫によりまして、河川管理堤防がえぐれておりま

す。このことによって、１名の住民の方がうぐいす荘へショートステイをされている状

況でございます。それから、クリーンセンターへ向かいまして、アクセス道路の左手の

のり面が崩れておりますけれども、落石防止によりまして大方の土砂はとまっていると

いうふうな状況もございます。それから、山田地内の山田水源地の手前の町道で、東、

南の山林から土砂流出がございます。これは、片側で通行が可能になっております。そ

れから、岩屋地内におきましては、高坂川の氾濫によりまして河川、左岸側の護岸及び

田んぼの土砂の流出がかなりございまして、下流域の右岸側の田んぼへかなり相当の量、

土砂を持ち込みまして、すごい惨状となっております。それから、同じく岩屋地内の神

明谷川の支流から土砂を持ち込んだ洪水がありまして、同じくこれ下流の右岸側の田ん

ぼへ土砂流出を見ております。それから、越知地内の椀貸淵後方の山から土砂流出がご

ざいまして、この路線は現在も通行どめといたしております。それから、山田地内でご

ざいますけれども、吉原井堰の右岸側の護岸が洗掘をされております。

それから、避難者の状況でございます。中村でお二人、自主避難をされておりました。

それから、越知でただいま申し上げました深ダワの洪水によりまして、うぐいす荘のほ

うへ１人ショートステイをされております。越知で１人でございます。それから、うぐ

いす荘の施設の東側の山林の崩壊がございまして、東側にグループホームがございます。

その入所の方１７名が隣接のうぐいす荘のほうへ避難をされておったというふうな状況

でございます。

被害状況の調査につきましては、現在、建設課が本日本格的に行っておりまして、水

位の下降とともに護岸ですとか井堰等の被害が発見されるのではないかなと思っており

ます。詳細は後日の報告となります。

それから、今後のことなんですが、町長申しましたように、台風７号が秋雨前線を刺

激するということで、まだまだ危険な状態が想定されるというふうに水防本部としては

見ているような状況でございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ありがとうございました。今後の状況について、しっかりと判

断をしていかなければならないと思います。

それでは、直ちに本日の会議に入ります。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

⋞ ⋞

日程第１ 会議録署名議員の指名
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○議長（安部 重助君） 日程第１は、会議録署名議員の指名であります。

会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、議長から指名いたします。

５番、藤原裕和議員、６番、宮永肇議員、以上２名を指名いたします。

⋞ ⋞

○議長（安部 重助君） 次の日程に入る前に、先般開かれました議会運営委員会の決定

事項について、廣納委員長から報告を受けます。

廣納良幸議会運営委員長。

○議会運営委員会委員長（廣納 良幸君） おはようございます。議会運営委員会より報

告をいたします。

去る８月２９日に議会運営委員会を開催し、本定例会の議事運営について協議し、決

定した事項を御報告申し上げます。

まず、会期の日程ですが、本日から９月２７日までの２５日間と決しております。

町長から提出されます議案は、報告６件、専決処分１件、条例の制定及び一部改正４

件、規約の一部改正１件、補正予算１２件、神河町一般会計、特別会計、企業会計の決

算認定１３件、計３７件が提出されております。

議会からの提出議案は、町長の専決処分事項の指定の一部改正についてであります。

議事日程につきましては、お手元に配付してあります日程表のとおりでございます。

本日第１日目とあすの第２日目は議案説明の後に質疑を行い、発議第４号については

表決、報告第５号から報告第１０号については了承、第７５号議案は承認、第７６号議

案から第８０号議案については表決をお願いすることとしております。第８１号議案の

一般会計補正予算は総務文教常任委員会に付託し、審査をお願いすることとしておりま

す。第８２号議案から第９２号議案の特別会計、企業会計補正予算は、第７日目の最終

日採決としております。

第３日目と第４日目は、第９３号議案から第１０５号議案の決算認定に伴う質疑を行

い、設置します決算特別委員会に審査を付託することとしております。

なお、決算特別委員会委員は、議会運営基準第１２０条の規定により、副議長及び各

常任委員から３名ずつの計７人を選任することとしておりますので、各常任委員長は３

名の決算特別委員を選任していただき、９月４日午前中までに議会事務局へ御報告お願

いいたします。

一般質問につきましては、事前に通知のとおり、通告締め切りを８月２６日の午後３

時とし、本会議第５日目の１８日と第６日目の１９日に行います。２７日の最終日は、

委員会から付託されました議案の審査報告の後、表決をお願いすることとしております。

以上のとおり、今期定例会の会期日程及び議事日程について決定し、議長にお願いし

ております。議員各位については、格段の御協力をお願い申し上げます。

以上で議会運営委員会の報告を終わります。

○議長（安部 重助君） 議会運営委員長の報告が終わりました。
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それでは、日程に戻ります。

⋞ ⋞

日程第２ 会期の決定

○議長（安部 重助君） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から９月２７日までの２５日間といた

したいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日か

ら９月２７日までの２５日間と決定しました。

⋞ ⋞

日程第３ 諸報告

○議長（安部 重助君） 日程第３、諸報告でございます。

監査委員より例月出納検査の監査報告を提示していただいております。お手元にその

写しを配付いたしておりますので、御一読願います。

閉会中の主な事柄については、別紙一覧表として配付いたしております。

なお、各委員会の閉会中の活動状況については、各委員長より報告をしていただきま

す。

まず、総務文教常任委員長、お願いします。

成田議員。

○総務文教常任委員会委員長（成田 政敏君） 失礼します。総務文教常任委員会の成田

でございます。８月に行いました例月の調査の報告をさせていただきます。

その前に、このたびの雨で水害に遭われました皆さんにはお見舞いを申し上げたいと

思います。総務委員会としても、今後いろいろとこの災害の事例に学びまして、できる

限りの、また早期の今後の再発の防止ということについて、しっかりした対策が必要と、

こういうふうに認識をさせていただきました。

それでは、８月の１９、２０日、２日間にわたりまして委員会開催いたしましたので、

その事務事業執行状況及び予算執行状況並びに当年度の重点事業等について、特に問題

となり、特に議論した点について絞って報告を申し上げますので、よろしくお願いいた

します。

まず、教育委員会の教育課所管でございます。６月に実施されました就学指導委員会

というものを開催されたという報告がございましたので、どのような課題があり、どの

ようなアドバイスを受けたかということについてただしました。教育委員会、それから

養護教諭、担任の先生、専門家であるケアステーションかんざきの職員でこの就学指導

委員会というのは構成されておるということでございます。該当者の状況を分析し、親

の意見も聞きながら、普通学級に在籍させるか、あるいは特別支援学級に入れるのか、

本人にとって一番いい形を判断をしておるというのがこの委員会ということでございま
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す。

近年、情緒障害の子供がふえておるというのが傾向ということでございます。知的障

害者あるいは肢体不自由者は、過去から余り数値は変わっていないと、横ばい状況にあ

ると報告を受けております。

次に、関連しまして、問題を抱える子供たち、例えば不登校、あるいはいじめ、ある

いは今、先ほど言いました情緒不安定等、このような状況におられる方、これを問題を

抱える子供たちと言っているわけですが、この問題解決は長期的視点で取り組まねばな

らない課題であると指摘しました。非常に複雑で奥が深い問題と、こういうことでござ

います。教育委員会として、この件については目標管理重点事業ということに、シート

に上がってきておらないという実態がございますので、これの取り組みをどうしている

のか。また、この問題は神河町長期総合計画の基本計画後期６年の実施計画に入れるべ

き重要問題であり、今後どのようにやっていくのか議論を深めたわけであります。

この問題は、その原因が多岐にわたっており、家庭環境、社会環境、あるいは近年ネ

ットによるいじめ、スマートフォンの普及、あるいはゲーム、幼少期からの食べ物の添

加物問題など、子供を取り巻く環境は非常に問題が多いという認識をいたしております。

問題解決は容易なものではないが、委員会としての結論は、神河町独自の研究と実戦で

問題解決を図り、澤田教育長方式と呼ばれるぐらいの成果を出してほしいと要望いたし

ました。行政は、どちらかといいますと、国、県の方式に倣えという形になりがちなん

ですが、それではだめだと、神河町独自でやるべきだと、こういう話し合いをしたわけ

でございます。

澤田教育長からは、子供にとっては切実な問題であり、人権問題でもありますので、

町として責任があると。したがって、今後関係機関と相談しながら問題解決に取り組む

という回答を得ております。今後、委員会としてもこの問題についてはしっかりと取り

組んでまいりたいと、このように思います。

次に、越知谷幼稚園は２５年度中に建設という予定になっておりますが、この設計図

面の提示を受けました。おおむね了承するも、小学校との渡り廊下による連結、要は小

学校と幼稚園を渡り廊下でひっつけるということなんですが、これは消防法の規制があ

りますので、これをクリアできる方法と、かつ建築コストを予算内でおさめるよう、交

渉、協議するよう指摘をいたしました。協議結果について、委員長に報告することを確

認をしております。入札は９月中に実施、建築は２５年度中に完成させるという計画と

なっています。

次ですが、統合により小学校廃校後の備品の処分ですが、この保管管理を迅速かつ適

切にやるよう要望いたしました。この中で、歴史的に貴重な資料、特に学校の歴史、寄

附備品あるいは購入備品といろいろありまして、地元区長さんと協議しながら進めると

いうことで、教育課長の答弁がございました。

次に、給食センターの所管ですが、給食の課題として、食材の安全性、そして食育が
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注目されている中で、アレルギー問題が大きな課題となっています。これを引き起こす

食材の検査、チェック、ほか現場の管理についてどうなっているのか、これは前回に正

しました。したがって、今回、このたびに追加報告を受けております。一つ、アレルギ

ー対応が必要な生徒はふえている実態があります。対象者、それから対象の食材、ある

いは対策方法については一応確立し、周知徹底をしておると、こういう実態があると。

アレルギー対象者がふえている実態がありますので、今後のさらに対策の考え方、対応

マニュアルの必要性について、さらに協議をしておるという報告でございます。当町と

しては、簡易なマニュアルを作成する方向で進め、万が一の事故にでも対応できるよう

にしていきたいという教育課長の回答でございました。

次に、野菜関係の給食材料について、地元産を市場価格でできるだけ多く仕入れるよ

うに努力しているということでございますが、これにつきましてはもろもろの課題がご

ざいます。今後、地場産の導入の拡大、あるいは安全性の確保、そういうことに両方の

面からこの課題というものを解決していく必要があると思います。

次に、食品添加物の入っていない加工食材を探すのは、今の時代なかなか難しい実態

がありますということなんですが、加工食材を使う場合は、添加物の使用基準、保存基

準に適合した食材を使用しておると。厚生労働省がこういう適合基準というものを設定

しておりますが、それに倣ってやっていくということです、使う場合は。ただし、今後

加工食品はできるだけ少なくして、手づくりメニューにしていくという考え方も出して

いただきました。これは、岸本副所長の現場所長としての回答でございます。

次に、給食費の迅速、適正な管理と滞納ということ。滞納を防ぐための学校給食管理

システムというものの検討を現在進めておりますけども、３学期から導入して稼働させ

たいと、こういうことでございます。

次に、公民館の所管でございます。前回の調査で、民間で不要となっている貴重な本

の活用、要は捨てられてしまうことを防ぐことが必要ということでございますが、これ

を収集して、解読後保管中の、失礼しました、ちょっと訂正します。本のケースですね、

もう一つは、収集して解読後、保管中の古文書等の活用など、再度全体的な活用計画を

打ち出すようにただしました。貴重な古書については、年度内に広報で住民にお知らせ

あるいは依頼をして、公民館図書室で預かるようにという方針を出していただきました。

古文書の活用については、申し出をいただいて、公開できるものは公開する方式を確立

していくという方針が出ました。今回提起のあった、廃校となった小学校の貴重な歴史

資料も同様に、新しい統合校で保存管理するように引き継いでおりますという教育課長

の答弁でございます。

次に、情報センターの所管でございます。ケーブルテレビの管理運営に関して、現在

いろいろと研究しておると。全面的に指定管理ができるのか、あるいはその場合の管理

コストなど、現在調査中であるという報告でございます。

次に、自動送出装置の更新について、このシステムとコストについて現在調査中とい
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うことでございます。この自動送出システムというのは、番組を番組表のとおりに自動

的に放映システムに送り出す装置ということでございます。パソコンから指令を出すシ

ステムということでございますので、要は人手がかからないと、こういうことで、かけ

ないということですね。今までは人手をかけてそれをやっておったと、こういうことで

ございます。

次に、前々からの懸案ですが、町内同時一斉放送する、一斉放送ですね。この場合、

神崎エリアを光ケーブルにするしかないという回答でございます。これはもう今までの

認識で一致なんですが、現行のシステムで全体の中で高いコスト比率を占めているのが、

町内に無料で電話ができる電話機能、これが一番高くついてるという、システムの中で。

月４万回の現在は利用があると、こういう実態であるということでございます。現在、

新しいコストダウン型、あるいは住民要望に対応できるシステムについて調査中であり

ます。１２月中に新しい企画を提案しますということでございます。

以上の報告に対して、委員会では、将来の根本的な情報通信システムについて、ある

べき姿を研究して示すように要望をしております。これは政策調整会議で提案して、十

分検討していただいて議会に提案をしていただくと、こういうことになろうと思います。

所長の回答でございます。

次に、総務課の所管です。普通会計の長期財政計画、これは向こう２０年間の財政計

画でございます。手元に委員会の資料で添付されておりますので、見ていただきたいと

思います。これは、兵庫県の担当官庁に報告したものと同様でございます。兵庫県と神

河町が２０年間の財政計画についてやりとりをしておると、あるいは不備な点について

は指導を受けると、こういう流れがございます。今回見せていただきましたが、長期の

インフラ整備、下水道、上水道、その他道路、あるいはこのケーブルテレビ、いろいろ

ございます、橋、橋梁、こういうインフラ整備の投資あるいは整備費等も全て計算に入

れて算出しておるということでございます。

それから、地方交付税が平成３３年から減少し始めます。平成４４年には、年間に現

在の基準からよりも５億円減るということでございます。これはもう実態の数字でござ

います。原因は、今までは合併後の特典を受けておるということでございます。今後、

その一本算定に最終的になるということでございますので、こういう実態になるという

ことでございます。平成３０年度は、職員１２０人まで現状の職員を落とすということ

がございます。１３０人という目標を平成２４年度末で達成したところでございます。

さらに１０人減らして１２０人、平成３０年度ということでございます。

それから、平成２６年度からは、議会議員が１２人ということになります。これも一

応決定されました。人件費、行政経費の中で大きなのが人件費ですが、人件費は平成４

４年度は平成２５年度に比べて４２％減少するというシミュレーションになっておりま

す。何でそれだけ減るかということなんですが、これは人員が減るということと、もう

一つはベテラン職員がどんどん減っていって新しい職員がふえていくと、１人の人件費
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の差というものがこういう形で出てくると、こういうことでございます。要は４２％減

少など、行政コストを織り込んだ財政計画数値であることの報告を受けまして、確認を

したわけでございます。

今回示された財政計画数値は、今後さらなる本格的な財政健全化の推進、それを実現

するための行財政改革をさらに徹底して実施しないと、この２０年先以後、町財政が赤

字転落すると、このように認識される数値でございます。大きな課題を投げかけられた

ということでございまして、委員会としてもこの財政の将来の健全化ということにつき

ましては非常に大きな課題であると、このように認識したわけでございます。

次に、文書管理システムについて、１年経過しました。ほぼ整理がつきましたが、今

後は次の管理の改善に向けて、さらに改善を強化するように要望をいたしました。

次に、学校跡地管理について要望をしております。行政が待ちの姿勢ではなくて、積

極的に地域に入り、活用策を探す姿勢を出してほしいということで、そうしないとなか

なか進まないという過去の実績もございますので、お願いをしたわけでございます。総

務課長は、積極的に取り組みますという力強い回答を得ております。廃校跡には、さら

にここには学校があったんだよという証拠を残す必要があると。どういうものになるか

わかりませんが、やっぱりそういうものをしっかり残していこうと、こういうことでご

ざいます。こういうことも要望しております。

次に、過去からの懸案でありました職員収賄事件の再発防止対策としての綱紀粛正の

推進策として、前回の調査において、神河町職員等の公益通報に関する要綱が示され、

これは６月１日から施行されておるという実態がございます。今回のこの８月の調査で

は、コンプライアンスへの実行をより確実なものとするために、以前から検討していた

自己点検シートへあらゆる、いろいろと今現在研修をしておるわけです、コンプライア

ンスの勉強をしておるわけでございます、あるいは指導も受けておるわけでございます

が、その中から重要なものを選んで、自己点検シートへ２００項目にわたるチェック項

目を入れて充実したものにしますという報告がありました。そして、これを自己点検シ

ートですが、各職員は総務課が出す方向性あるいは方針に対し、自分に合った、自分に

合ったというのは自分の要は改善すべき要素、そういうものを自己改善目標を設定しま

して挑戦していただくと、こういうことになるというふうに総務課の課長からは報告を

受けております。これはおおむねを了解いたしました。

次に、管理職登用試験についての最終的な確認をしました。課長からは、若くても能

力と意欲がある者が管理職に登用される制度にしていくということが１点目です。次に、

これは昇格ばかりではなくて、降格あるいは降職ということが、これは将来想定される

わけです。実力主義、能力主義ということになると、昇格があり、降格があると。昇格

制度に対し、降格制度実施要領も整備しますということでございます。この制度を実施

すれば、全国的に見ても一番早い実施となりますと。要は、他市町に先駆けてそういう

ことになりますと、こういうことでございます。
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次に、ふるさと納税制度をもっと活発化するための工夫を凝らすように要望しており

ます。仕掛けが悪いと、こういう指摘もしました。盆とか正月には家族、親戚が来る、

あるいは帰ってくるということでございます。そのときに、制度の全容であるとか、あ

るいは税務上の特典はこういうことになりますよというわかりやすいパンフレット等を

作成して、そして住民に配付しておくと、そういうことで積極的に依頼をするなどの方

策は必要であると、こういうふうに要望をしております。

次に、会計課の所管でございます。会計管理に関しては、特に問題は出ておりません。

この関連で、工事の完了検査を厳しくやって、財布のひもの締めぐあいということをし

っかりやってほしいということを言いました。これは、過去にいろいろとこの不良工事

が多かったもんで、こういう指摘をしておるわけでございます。工事管理の厳しさを感

じさせるようにやっていただきたいというふうに要望をいたしました。

この関係で、また教育委員会の追加報告ということが出てまいりまして、神崎幼稚園

の指摘した危険箇所の溝ぶたがまだ施工されていないということに言及をしたわけでご

ざいます。これは前回の委員会で、溝ぶたに何もかかってない、そこに園児が落ち込め

ば、骨折等あるいは顔面打撲等、非常に大きな事故につながると。したがって、早急に

やるべしだという議会としての結論を出したわけでございます。ところが、それができ

てないということ、きょう現在、８月２０日現在できてないという結論でございました

ので、それではおかしいということで、あえて議論をしたわけでございます。

これを当局は、補正予算を通してからという、いまだに施工ができないということに

対し、これは議会軽視であると、安全意識が希薄で、動きの鈍さがもう顕著であると、

責任感がないぞと、これは職員の意識改革ということに及ぶ必要がある、管理職のマネ

ジメント改革が必要だということで、かなりの議論をいたしました。そして、担当部局

の長には厳重な注意というものをしたわけでございます。したがって、この工事はすぐ

やるように再度要望をいたしました。

さらに、この原因に至るのはなぜかということなんですが、担当課長の守備範囲が広

過ぎると、要は職の範囲ですね、責任、権限、そういう広過ぎるということに言及いた

しました。それが原因ではないか、あるいは原因であろうと、こういう指摘をしたわけ

でございます。さらに、このような案件こそ、もう既に議会が了承してるわけですから、

要望してるわけですから専決処分すべきであると、こういう案件であると、こういう指

摘もいたしました。この件については、教育長、総務課長に再発防止の責任体制見直し

改善の文書報告を求めております。

次に、神崎小学校の校章をグラウンド側正面玄関に設置すればどうかとの住民の意見

が多いということに鑑みまして、教育長の見解をただしました。各方面から意見が出ま

すので、どこにどのようなものができるのかというものを一度検討してみたいという回

答でございます。

次に、税務課の所管でございます。滞納整理実績の動きが、これはしっかりやってお
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りまして、これは県下でここ２年間、徴税率が一番ということの実績なんですが、さら

にしっかり分析したいので、わかりやすい数値のグラフ化で次回から報告するように要

望いたしました。グラフにすれば、動きというのは一目瞭然でございます。そういうふ

うな管理を目指してほしいということをお願いしたわけでございます。

次に、国民健康保険運営委員会の動きについて確認をいたしました。これは、社会保

障国民会議というものが、今、国で動いております。ここで、県に一本化の方向で国は

動き出しておりますという報告でございます。さらに、実施される場合は、平成２９年

が最短と見ておりますということでございました。次に、県に一本にされる可能性が高

いということなんですが、そのように統合された場合、現在は市町単位でやっておりま

すね。それを県に一本に統合された場合は、国民健康保険税が上がるのか下がるのか、

これはまだ今の段階では全くわからないと、こういうことでございます。

以上がこのたびの調査での報告でございます。ありがとうございました。

○議長（安部 重助君） 御苦労さんでした。

総務文教常任委員長の報告が終わりました。

ここで暫時休憩をいたします。再開は１０時１０分といたします。

午前 ９時５４分休憩

午前１０時１０分再開

○議長（安部 重助君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

次に、民生産業常任委員長、お願いします。

藤森正晴議員。

○民生産業常任委員会委員長（藤森 正晴君） ８番、藤森です。

最初に、昨日の大雨による災害のお見舞いを申し上げます。

それと、冒頭で竹内康男議員の黙祷がありましたけれど、康男議員は民生産業常任委

員の一員でございます。そういうことで、今回から１名の欠員という形で民生産業常任

委員会を進めております。

それでは、閉会中の民生産業常任委員会の報告を申し上げます。

なお、委員会資料につきましてはそれぞれに配付しておりますので、詳細につきまし

ては割愛させていただきまして、主な質疑応答についての報告をさせていただきます。

まず、開催日でございます。平成２５年７月６日と７日の２日間において、事務調査、

平成２５年６月の資料の提出時点においての調査を行っております。

最初に、公立神崎総合病院所管についての報告をいたします。平成２５年６月末にお

ける外来患者数は３万４７７人で、前年度対比２，０８０人ふえています。入院患者数

は１万５６５人で、前年度対比５１３人の増でございます。

次に、休日夜間診療でございます。患者数は７００人で、前年度比較７９人の増加で

ございます。
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次に、訪問看護事業は、利用者数４３０人で、前年度比較１２人の減です。訪問回数

は２，１８６回で、前年度比較１３７回減っております。

次に、予算執行状況でございます。事業収益１億１，９３０万円で、前年度対比４，

３２８万円の増額となっています。事業費総額９億３，４５７万円で、前年度対比３，

３３６万円の増額となっております。よって、純利益は１億８，４７２万円で、前年度

対比９９２万円の増額となっております。

次に、平成２２年度の分の外来診療カルテの紛失の件につきましてでございます。焼

却処分をされてると思われ、情報漏れのおそれはないと思われますが、紛失した４３６

件の患者さんについて謝罪に回っており、理解をいただいております。また、レセプト

は残っていますので、これをもとに復元もしています。今回の対策としましては、管理

体制を改善し、週に１回は必ず状況の確認を徹底し、カルテの焼却はせずに倉庫に保管

するなどの再発防止に努めるという報告をいただいております。

次に、院外薬局が平成２６年２月にオープンの予定です。現在工事をされておるんで

すけれど、患者さんに多少の負担があると思いますが、という（聴取不能）ましたとこ

ろ、その説明はどのようにするのかという、こう聞きました。それにつきまして、ホー

ムページや町広報、チラシ等を配布し、理解を得たいとのことであります。

次に、病院前ロータリー改良工事には、安全面、騒音、ほこり等に十分配慮をして行

うように申し入れております。

次に、健康福祉課所管でございます。地域巡回教室においての運動や要点の資料提出

は、ケーブルテレビを活用して自宅において継続して運動ができるようにと要望をして

おります。

町ぐるみ健診の受診者で、生活保護を受けておられる方に受診数が少ないのはなぜか

という問いに対しまして、生活保護の方については医療費は全額公費であるが、受診が

少ないのが現状であります。いずれを問わず、住民の方々に受けていただくように婦人

会、民生委員、保健師等にお願いをしていますということでございます。

次に、軽⋞中度難聴児補聴器購入費等補助事業でございますが、これは平成２５年１

０月１日から執行の予定ですが、対象者や必要な方にしっかりと周知するように申し入

れております。

次に、地域局所管でございます。敷地内の樹木の添え木については、専門家に見てい

ただいて、必要なものについては新たに三角の添え木を、要らないものは撤去したとい

う報告を受けております。

次に、窓口業務について、本庁も含め、今後のあり方についてどうするのかというこ

とを質問しました。日曜窓口は地域局だけでやるのでなく、本庁でやるのか、また平日

の窓口業務の時間延長のほうがよいのではないか等の意見もあり、今後検討していくと

総務課長からの答弁であります。

次に、住民生活課所管でございます。住民登録者数は、平成２５年６月末で１万２，
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３９６人で、そのうち外国人登録者数２７名でございます。

ごみの減量化については、呼びかけだけでなく、目標年次計画を立てなければごみの

減量化につながらないのではないかと質問いたしましたところ、事業所等回収以外から

の出るごみをどう対処していくのかがなかなか難しく、具体策が出てこないのが現状で

あり、先進事例等を研究しながら進めていきたいとのことでございます。

次に、縁結び事業については、さくらんぼの会を発足し、応募チラシを全戸配布し、

のぼり旗等を立ててＰＲし、応募者を募っているとのことでございます。

次に、建設課所管でございます。年々幾つかの繰越明許があるが、以後このような状

況が続くのかという質問をいたしました。それにつきまして、消費税の関係で工事変更

や契約がふえてくることが予想されるので、繰り越しをせずに年度内の完成を目指して

職員全員で頑張っていくと、心強い言葉をいただいております。

次に、道路ストック事業の水の谷トンネル点検事業で、全業者が辞退されたのは入札

予定価格が低かったのか、町の設計価格が安過ぎたのではないかと質問をいたしました。

それにつきまして、県の標準価格や業者の見積価格の平均で予定価格を決めたのですが、

全社が辞退との結果になりました。そこで業者に確認をしたところ、工期が短いとか、

トンネル１本だけでは採算が合わないとのことであった。今後については、設計内容を

一部変更し、業者も変えて入札するなど検討していきたいとのことであります。

次に、水走り中河原線についてですが、平成２７年度の完成予定であるが、長引く工

事に地元からも不満の声が上がっているので、早期に完成するように促しております。

次に、地籍課所管でございます。事業執行につきましては、順調に進んでおります。

地籍調査で自分の土地でないことがわかれば、その対応はどうしているのかというこ

との問いに対しまして、町の所有地や里道、水路等を利用しておられる方は、基本的に

は買い取ってもらうか撤去してもらうようになります。発覚すれば、そのように指導を

しておるということでございます。

次に、委託関係、事業の入札が全て終わり、その差金が４３１万円余り発生しており、

県と協議した結果、三角点設置に関する業務と軽四輪駆動車と資材の購入についての了

解をいただいておりますので、本定例会に予算の補正をお願いするとの報告を受けてお

ります。

次に、上下水道課所管でございます。設備の老朽化が進んでいるので、計画を持って

改善していかなければならないのではないかと質問いたしましたところ、事故、故障が

起きては安全⋞安心のまちづくりに反しますので、課の職員だけでなしに経験のある職

員とプロジェクトチームを立ち上げて、将来どのようにすればいいのかの案をまとめ上

げて、コンサルタントをつけて、よりよいことができないのか基本的に検討している。

また、下水については、例えば南小田の処理場を大河内浄化センターにつなぎ、処理場

の数を減らしていくことにより水質もよくなり経費も抑えられるので、将来に備えて検

討しているとのことでございます。
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次に、岩屋浄水場のフィルターの交換の予算をこの９月定例会に補正で上げる予定で

あったが、フィルターが破損状態になり緊急交換をしなければならなくなり、専決処分

をしたとの報告を受け、了承をいたしております。

次に、地域振興課所管でございます。

地域振興係でございます。しんこうタウンの分譲地の販売価格が高いので、売れ行き

が悪いのではないかという質問をいたしました。それに対しまして、過去の販売の公平

性など考えると、割引してまでの予定は思ってないとのことでございます。

次に、神崎フード設備の老朽化により、エアコンと、今回補正で洗浄機の改修をお願

いしているが、ほかには配管や屋根の防水工事などが予想されるとのことでございます。

次に、ＪＲ和田山駅までの電化を要望しているが、なかなか難しい。そこで、ハイブ

リッド車両にすると寺前駅まで電気で来て、そこから電池で動くことができる。乗りか

えなくて姫路駅－和田山間が可能になるということで、長谷駅の停車や竹田城などのス

ムーズな観光客も行けるのではないかとの思いでハイブリッド車両の導入を要望してい

ると報告がありました。

次に、杉区の村上農場跡地のメガソーラー事業は、７月末でパネル設置等の工事が完

了し、売電開始は平成２６年１月からの予定であります。また、赤田区で進められてい

るメガソーラー事業は、８月２３日に賃貸借契約の調印式の予定であります。

次に、農林業係でございます。県民緑税が５年間延長されたが、平成２７年度で廃止

予定である。それにかわる施策の計画はあるのかの問いに対しまして、緑税の一つの目

標は災害防止である。県民税の上乗せがあるか、国政では環境税などが検討されている

とのことであります。

次に、獣害対策でございます。電気柵や防護柵をするのに補助はあるのかという問い

に対しまして、大々的なネットを張るとか電気柵は別として、個人的なものについては

補助は考えていないとの報告であります。

次に、商工観光係でございます。８月３日に行われた夏まつりには、皆様の御協力を

いただき、昨年を上回る７，０００人近くの人でにぎわいました。花火基金は１７５万

円余りの募金があったとの報告を受けております。

次に、越知川自転車下りのコースを銀の馬車道の街道を通るように変更できないかと

いう問いに対しまして、いろんな設定の中で現在のコースができた。変更となるとパン

フレットからつくり直さなければならない課題が出てくる。ある程度のスパンでの検討

はできるが、今すぐの変更は難しいとの答弁であります。

次に、昨年度入り込み客７０万余りであったが、経済効果はあったのかの問いに対し

まして、１人が１，０００円使っていただいておれば、７億円の売り上げの計算になり

ます。ジネンジョとか新商品の開発、また、カーミン焼きのようにイベント時だけの販

売などが問題がありますが、実際に取り組まれている方や農業従事者の方々とともに住

民皆で取り組もうとする意欲の中で、特産品もどんどん生まれてくると思います。行政、
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観光協会、そして町民がともに努力することが大きな結果につながるとの思いである。

以後、お力添えをよろしくお願いしたいとのことでありました。

次に、県ツーリズム協会の観光振興行事で、アメリカに行っての観光ＰＲ事業につい

て、過去、中国、東京などへの経緯があるが、効果があったように思えない。今回、ど

ういった意を持つ中で行くのかという問いに対しまして、賛否両論あると思うが、県の

派遣団とのつながりやパイプを強くすることにより、目には見えないが神河町を知って

もらうとともに、マスコミなどの話題につながっていると思う。今回は知事の同行もさ

れるので、神河町もぜひ参加してほしいとの要望があり、参加することになりました。

県ツーリズム協会、県下の観光団体との結びつきが大きくＰＲのつながりになることと

期待しているとのことでありました。それにつきましては委員会として、世界へ羽ばた

くとの思いはいいのですが、足元も固めなければいけないのではないかという意見を添

えております。

次に、平成２４年度における主な事業所、指定管理施設の決算報告をしておきます。

株式会社神崎フードにおきましては、１，３４１万円の損失でございます。この件につ

きましては、労務費の削減はできたが、米の価格の高騰によるのが主な原因で赤字とい

う決算であります。

次に、新田ふるさと村、これは見込み決算でございます。３３５万円の経常利益が上

がっております。指定管理料はゼロでございます。出しておりません。

次に、グリーンエコー笠形、５８万円の経常利益でございます。指定管理料は１，０

００万円でございます。この指定管理料につきましては、体育施設、農村環境改善セン

ターの管理料であります。

次に、神崎農村公園ヨーデルの森でございます。２１２万円の経常利益が上がってお

ります。指定管理料はゼロであります。

次に、神崎木工芸センターかんざきピノキオ館でありますが、これは経常利益が上が

っておりません、ゼロであります。指定管理料は３００万円であります。

次に、峰山高原ホテルリラクシアであります。２，００６万円の経常利益が上がって

おります。指定管理料はゼロであります。

次に、モンテ⋞ローザでございます。３５９万円の経常利益が上がっております。こ

れも指定管理料は払っておりません、ゼロであります。

わくわく公園、これは経常利益は上がっておりません、ゼロでございます。指定管理

料は１５７万円でございます。

次に、神崎観光交流センター、これも経常利益は上がっておりません、ゼロ円でござ

います。指定管理料は７５万円でございます。

次に、桜華園、これにつきましては１０万円の経常利益が上がっております。指定管

理料は３７５万円であります。これにつきましては、保育とか下刈り等を含む中の指定

管理料でございます。
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次に、とのみね自然交流館でございます。経常利益は上がっておりません、ゼロ円で

あります。県の委託料の７７０万円の事業でございます。

以上で閉会中の民生産業常任委員会の報告を終わります。

○議長（安部 重助君） 民生産業常任委員長の報告が終わりました。

ここで、ちょっと少し訂正をさせていただきます。公立神崎総合病院の所管の中で、

予算執行状況は事業収益１億１，９３０万円の報告がございましたが、１１億１，９３

０万円の間違いです。

それから、神河町観光交流センターの指定管理施設の決算報告の中でございます。神

河町観光交流センターのところで神崎町観光交流センターという報告がございましたが、

これ正しくは神河町観光交流センターの間違いです。以上です。

それでは、次に行財政調査特別委員長、お願いいたします。

宮永肇議員。

○行財政調査特別委員会委員長（宮永 肇君） ６番、宮永です。行財政調査特別委員

会の報告をいたします。

最初にちょっと簡単な説明をいたしますけれども、当委員会のいわゆる存在はそもそ

も何だというようなことでお問い合わせがあったこともございまして、当委員会は、議

長、副議長、それから総務文教、それから民生産業、両常任委員長と議員合計８名で構

成された委員会でございまして、町の行財政改革推進委員会の提案により、町が行財政

改革に取り組んでおる、その状況を調査をするという委員会でございまして、各定例会

ごとに委員会を開いて、その内容についてこの場で御報告をする仕組みになっておりま

す。

両常任委員長の御報告は今ございましたけれども、私どもの委員会におきましては、

提出された報告により議論を交わすことで、改革への意識のあり方等について提言、意

見をいたしまして、推進の効果をより高く、より早く上げようとするものでございまし

て、具体的な事例については両常任委員長より報告をされますので、本委員会において

は基本的な考え方とか改革への取り組み姿勢についての言及した内容等について報告を

するというところでございますので、非常に要約した内容でわかりづらいところもあり

ますが、詳しいところは議会だより等によって印刷物として報告をさせていただいてお

ります。そういうところで、この報告を聞いていただければありがたいと思います。

お手元に委員会での資料というものを配付いたしておりますが、私どもの委員会での

姿勢というものを一応申し上げますと、本年度については、神河町長期総合計画の後半

期の見直しが策定されまして、また、一方では町議会において議会基本条例が制定され

たという、いわば改革推進への節目の年であります。当委員会は、平成１８年度に設置

されて以来、行政側において取り組みが進められる行財政改革推進に向けての状況調査

の課題とその推移、さらには成果の確認に任じてまいりましたが、この節目の時期に当

たり、これまでの推移、経過を顧みながら、ともに行財政改革を目指す、目的と理念を
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探求するという改革への意識と取り組み姿勢のあり方を常に念頭に置いて、住民の立場

で目に見える、わかりやすい行政への推進を図るという、活力ある議会と委員会活動に

邁進しております。

当日の調査における課題は、平成２４年度の取り組み項目について全て達成している

わけではございませんので、一応提出された資料によって御報告をいたします。

委員会の開催は、平成２５年の８月の９日、午前９時より午後４時までということで

開催をいたしました。

平成２４年度の取り組み項目については、これまで調査を続けてまいりまして、前回

の委員会報告でも申し上げましたが、２４年度の締め切りがいまだできていなかったた

めに、この８月の委員会でまとめようというようなところで膨大な資料として提出され

たものでございまして、これの取り組み内容、進捗内容について非常に細微にわたって

報告をされておりますので、まずそこんところに御担当の各課長の努力に敬意を表する

ものでございまして、２４年度に積み残している分をどうするのかということが課題と

して残ってまいりますので、これに引き続きまして、どのように推移させていくかとい

うことも議論をさせていただきました。こういう状況において、改革項目の進捗状況と

その成果について確認をいたしました。各課題についての内容は、お手元に配付された

資料でごらんになっていただきたいというところでございます。

第１段階は、平成２４年度神河町行財政改革重点取り組みの項目の成果について、そ

の評価と考察、それから総括ということで、総務課長のほうより説明なり総括の報告を

いただきました。提出された資料は、平成２４年度取り組み実績ということでございま

す。また、資料３としては、取り組み実績の分類一覧表ということでまとめたものでご

ざいまして、２番目には、取り組み中に未達成事項の今後の扱いについて、各課の考え

方をただすということでお尋ねをいたしましたが、これについては２５年度の取り組み

計画、資料２という形で報告をされております。また、３番目には、長期総合計画の見

直しで求められる指標について、各課で取り組みの課題とされる事項について、今後６

年間もしくは単年度の２５年度、２６年度の取り組みとして推進状況の確認をしたいと

いうことで、現況の報告をお願いをしたんでございますが、これが資料４という形で長

期総合計画の実施計画（案）という形で出されております。いずれもまだ足並みがそろ

っておりませんので、一つの例として挙げられておりますが、これのいわゆる着手とい

いますか、立ち上げ状態については、次回の委員会について詳しく調査をしたいという

ふうに考えております。

まず、議論としていろいろ出されたんでございますが、先般の全協のときに報告され

ました病院の問題についての議論がまた繰り返され、さらに深いところへの言及をさせ

ていただきました。結局は、セキュリティーの意識に欠如があると、そういうことで、

起こるべくして起きたミスではないかというふうな論もございました。それと、この異

常事態、事故、ミスの発生について、それの報告について非常にスピードが遅いと、そ
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ういう意識の欠如というふうなところを指摘されたわけでございます。それと、一つは

病院という一つの大きな組織でございますが、そこにおいてのヒューマンミスというふ

うにも言われますけれども、責任の所在というものがどういうふうな形でとられるのか

ということについて、非常に曖昧な形で今は過ぎておると。これに対して、責任感の欠

如ということが言われておるものでございますので、関係各位の一層の、どういうんで

すか、取り組み意識を高めていただきたいというふうなところでございます。

なお、それに加えまして、単にこれは病院だけのミスというふうなことではなく、役

場全体でまだまだ甘い部分があるんではないかと、いま一度振り返ってしっかりと確認

をしていただきたいというふうなところで、非常に厳しい内容で総務課長、それから副

町長のほうに申し入れをしたわけでございます。結局のところは、基本的なところとし

て、職員の仕事の運び方、規範、マニュアルというふうなものができていないというふ

うなことを露呈したんではないかということでございますんで、これよりもさらに世間

一般の目というものは厳しいものがあろうかと思いますが、それを委員会として代弁を

して、いわゆる提言をしたというところでございます。

それから、御参考までに申しますと、資料１の平成２４年度取り組みの実績として報

告されたもので、それぞれの各課において取り組みの評価というものをされております

が、この表が非常に内容も詳しく書かれておりますが、少し代表的なものを選んで、ど

ういうことなのかという御説明をいたしますと、進捗状況について、まずＡＢＣの３段

階に分けて評価をしております。Ａ段階というのは計画どおり進んだということで、Ｂ

段階、これは計画どおりではないが、ある程度の成果を得たものをＢ段階とすると。そ

れとＣ段階というのがありまして、これは計画どおりに進めることができなかったとい

うふうなところでございまして、非常に件数の多い課でちょっとピックアップをします

と、総務課として３７件上げられておりますが、その中で、Ａ段階としては１５項目、

Ｂ段階としては１３項目、Ｃ段階としては９項目というふうなところでございます。ま

た、教育課として上げられておりますのが９件ございましたが、それのＡ段階というの

が４項目、それからＢ段階というのが３項目、それからＣ段階というのが２項目。それ

から、地域振興課として上げられておりますのが１４件ございますが、その中で、Ａ段

階というのは１２項目、Ｂ段階というのが２項目、Ｃ段階は全て成果を得たということ

でゼロということになっております。それと、住民生活課のほうで９項目が上げられて

おりますが、Ａ段階としては７項目、Ｂ段階としては２項目ということでございます。

この評価の内容につきましては、もちろん委員のほうで、自分たちの考え方からいき

ますと少し点が甘いようではないかと、評価が甘いようではないかなというふうなとこ

ろの意見も出ましたが、一応これは一つの尺度によって出されたということで理解をし

ておりますが、また議会のほうから議会なりに判定した段階というのもまた総務課長の

ほうに参考までに御提出をさせていただこうというふうなところで、一応これは結びま

した。
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また、総括ということで、総務課長のほうから各資料について詳しく御報告がありま

したが、ちょっと長文になりますので省かせていただきますが、委員から意見として出

された、総括というふうな立場で出されたものが３点余りにまとめられておりますんで、

まず、ＰＤＣＡというふうな考え方で、いわゆる業務の推進というふうなことを速やか

にするための手法として提案をしたことについて、それを受け入れられて、今日その工

程の管理手法として、これによって業務の推進がなされてきたこと自体を高く評価すべ

きであると、こういう意見もございました。また、それに加えまして、この工程管理の

手法がずっとこれまで委員会で注目してきましたが、全課にそれが同じレベルで浸透し

ているというふうなところまではまだできていないのではないかと。これが理解できて

いるところ、そうでないところによって改革への意識の高低が見られるんではないかと、

そういうこと自体が課題として残るので、これの何とか解決といいますか、効用といい

ますか、一定のレベルまで押し上げていくという努力を互いにしなくてはというふうな

ところでございました。

また、３番目には、一応のこういう仕組みのレールが敷かれたわけでございますから、

この仕組みを全課、全職員に浸透させることで、これまでの取り組んできた改革の意識

の定着、運用ということがなされて、それの活用ということに及びまして、いわゆる目

に見える効果というものが出てくるというふうなことを期待をしていきたいと。単に議

論をして非難、中傷をするということではございませんでして、あくまで役場の行政の

事務というものが速やかに住民のためになされるというところの後押しをしたいという

ふうな意味を込めた意見でございます。

ここのところを行政側としてはしっかりと受けとめていただきたいというところでご

ざいまして、先ほど総務委員長の報告にもいろいろございましたが、問題点として、現

在ちょっとやっぱり考え直すべきではないかというふうに言われてるところがございま

して、それは職員数の削減ということで、１８０名から始まって、それを１３０名を目

標としてやってきたわけでございますが、これは現在もう既に１２９名となっておりま

すというふうなところでございます。ただ、熟練のいわゆる職員の方々、特に管理職の

方々が年々退職されたということでございまして、それについて、後に続く人たちの意

識がどうかなというのは、これまでの委員会なりでたびたびお尋ねをしたり、心配もし、

また懸念もしておるわけでございますが、人数が少なくなったので仕方がないというふ

うなことがあってはならないというふうなことでございますので、それでは改革からほ

ど遠い人員削減ということになってしまいますので、もう一度たがを締め直して取り組

んでいただきたいというふうなところでございます。代表的なところはそういうところ

でございました。

それと、その他の項目については、議会という立場でまたいろいろと協議をいたしま

して、我々議会も議会基本条例によって議会活動のあり方について意見交換をしまして、

いわゆる住民に信頼される議会というふうなもので頑張っていきたいというとこで、こ
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のたびから、本定例会が終わった後で、来月１０月もしくは１１月に住民向けに議会報

告会を開催しようというふうなことに取り決めをいたしまして、その具体策の協議をい

たしましたということでございます。追ってこれについては詳しいところが議長のほう

からまた出されるというふうなことでございますので、議員各位にも十分に今の時期の、

非常に重要な時期に立ち至っておるということを御理解いただきまして、御協力をいた

だきたいというところでございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 行財政調査特別委員長の報告が終わりました。御苦労さんでし

た。

ここで、先ほど総務文教常任委員長の報告の中で、神崎幼稚園の危険箇所であります

溝ぶたの即時施工を要望しておりましたが、調査時期においてはまだできていなかった

ため、担当部局に厳重注意したとの報告を受けました。それによりまして、教育課のほ

うに確認しましたところ、夏休み期間中に予備費を充当して施工完了となっております

ので、ここで報告しておきます。以上です。

それでは、私のほうから６月定例会以降、閉会中の重立った事項を簡単に報告申し上

げます。

６月３０日、神崎郡消防操法大会が神崎小学校グラウンドで開催され、私が出席して

おります。

７月２日、西播磨市町議会講演会が姫路で開催され、全議員が出席しております。

７月３日、中播建物農機具共済推進協議会総会が開催され、小林議員に出席していた

だいております。

７月８日、県町議会議員公務災害補償組合議会臨時会が神戸で開催され、私が出席し

ております。引き続き兵庫県町議会議長会主催による議長研究会が開催され、「議会の

活性化について」と題して新潟県立大学の田口一博氏から講演を受けた後、各町議会議

長により議会改革に関する取り組みについて意見交換を行っております。

翌日の７月９日には県町議会議長会評議員会議が開催され、副会長の選任等について

協議をしております。

７月１０日、中播衛生施設事務組合議会臨時会が開催され、藤森民生産業常任委員長

と私が出席しております。付議事件は、監査委員の選任についてであり、議会選出の監

査委員には姫路市議会の天野文夫議員が選任されております。

７月１１日、社会を明るくする運動郡民大会が市川町で開催され、私を含め４名の議

員が出席しております。

７月１１日から１２日、県監査委員協議会臨時総会及び研修会が神戸で開催され、井

上代表監査委員、立石監査委員が出席されております。

７月１７日、元神崎町議会議長、故谷川由孝様の叙位を山名町長と私が訪問し、御家

族に伝達いたしております。

７月１９日、全議員により福井県の関西電力大飯発電所視察を行っております。
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７月２２日、中播農業共済事務組合全員協議会及び臨時会が開催され、小林議員と私

が出席しております。議案は監査委員の選任と損害評価委員の委嘱についてで、いずれ

も同意しております。

７月２３日、神崎郡民主化推進協議会総会が福崎町で開催され、私が出席しておりま

す。

７月２４日、かみかわ夏まつり運営委員会が開催され、山下副議長に出席していただ

いております。

７月２９日から３０日、全国町村議会広報研修会が東京で開催され、広報広聴活動調

査特別委員会の藤原日順委員長と松山副委員長に出席していただいております。

７月３０日、播磨町議会議員研修会に神河町議会からも全議員が参加させていただき、

議会改革についての研修を行いました。詳細については、お手元に配付しております議

員派遣の件をごらんください。

８月１日、神崎郡人権⋞同和教育研究大会がグリンデルホールにおいて開催され、私

が出席しております。

８月８日、県町議会議長会臨時総会が神戸で開催され、私が出席しております。欠員

であった副会長に上郡町議会橋本議長を選任。平成２６年度兵庫県政に対する要望及び

兵庫県郡部選出の国会議員に対する要望の内容について協議し、了承しております。議

事終了後、「広域行政体制のあり方」と題して、県広域行政課、田中課長から講演を受

けております。

同じく８月８日、第４２回播磨中部高原森林基幹道推進協議会総会が朝来市で開催さ

れ、藤森民生産業常任委員長に出席していただいております。議事については、平成２

４年度事業報告及び収支決算の承認。平成２５年度事業計画並びに収支予算についてで、

原案どおり承認、可決されております。

８月１２日、民生委員推薦会が神崎支庁舎で開催され、藤森民生産業常任委員長に出

席していただいております。

８月２１日、島根県隠岐の島町議会、総務産業建設常任委員会が定住⋞移住促進に向

けた取り組みと地域活性化の促進について、行政視察に来町されています。当日は、議

会からは私が、行政からは山名町長、野村地域振興課長ほか、担当職員に対応していた

だきました。

８月２６日、中播衛生施設事務組合議会定例会第１日目が開催され、藤森民生産業常

任委員長と私が出席しております。付議事件は、平成２４年度中播衛生施設事務組合一

般会計歳入歳出決算の認定についてであります。採決は、第２日目の１０月１０日に行

う予定です。

なお、各事務組合の議案等につきましては議員控室に閲覧できるようにしてあります

ので、必要の都度ごらんいただきたいと思います。

８月３０日、森林基幹道千町段ヶ峰線開通記念碑除幕式典が挙行され、民生産業常任
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委員と私が出席しております。

９月１日、防災の日に、平成２５年度兵庫県⋞播磨広域⋞姫路市合同防災訓練が姫路

市夢前スポーツセンターを拠点会場として実施され、私が参加しております。

なお、会議規則第１２９条に規定する議員の派遣の件は、お手元に配付のとおり議員

派遣をしておりますので、御了承願います。

また、定例会ごとに発行しております議会だよりにつきましては、７月１７日に第３

４号を発行し、７月２５日に各区長様に配布しております。

また、閉会中に要請書１件を受理しています。神河町議会運営基準に基づく陳情書等

の取り扱いによりまして、お手元にその写しを配付しておりますので、御一読をお願い

いたします。

以上、報告を終わります。

ここで暫時休憩をいたします。再開は１１時１０分といたします。

午前１０時５８分休憩

午前１１時１０分再開

○議長（安部 重助君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

これより議案の審議に入ります。

⋞ ⋞

日程第４ 発議第４号

○議長（安部 重助君） 日程第４、発議第４号、町長の専決処分事項の指定についての

一部を改正する指定の件を議題といたします。

事務局、発議第４号の朗読をしてください。

〔事務局朗読〕

発議第４号 町長の専決処分事項の指定についての一部を改正する指定の件

○議長（安部 重助君） ここで提出者の説明を求めます。

廣納良幸議員。

○議員（９番 廣納 良幸君） では、提案説明、内容を申し上げます。

発議第４号、町長の専決処分事項の指定についての一部を改定する指定の件について、

説明を行いたいと思います。

町長の専決処分事項の指定については、地方自治法第１８０条第１項の規定により、

議会の権限に属する軽易な事項について、町長において専決処分をすることができる事

項を指定したものでございます。平成２５年４月１日に神河町債権管理条例が施行され、

町においては本年度から同条例に基づいた債権処理が行われております。同条例第９条

に定める私債権等の強制執行については裁判所を通じて債権者に行うことから、滞納に

－３０－



起因する金銭の支払い請求を目的とする訴えの提起となり、訴訟に至ることが想定され

ます。訴訟の際は、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により議会の議決を必要

としますが、私債権等には少額債権が数多くあることから、町において適切かつ迅速な

訴訟手続が執行できるように、また議会運営の効率化を図るためにも、その金額が６０

万円以下の少額私債権者等について、町長において専決処分することができる事項とし

て指定するために、第３号の条文を加えるものでございます。

以上、簡単ですが提案説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたしま

す。

○議長（安部 重助君） 提案説明は終わりました。

発議第４号に対する質疑に入ります。質疑のある方、どうぞ。

なお、近隣町、また実施されておられる市町についての資料がお手元に配付されてお

りますので、御参考にしていただきたいと思います。

特に質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） どうもありがとうございました。

質疑を終結します。

質疑を終結し、討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。

討論を終結し、発議第４号を採決いたします。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、発議第４号については、

原案のとおり可決しました。

⋞ ⋞

日程第５ 報告第５号

○議長（安部 重助君） 日程第５、報告第５号、専決処分の報告の件（交通事故に係る

損害賠償の額の決定及びその和解）を議題といたします。

上程報告に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 報告第５号について、報告理由並びに内容について御説明申し

上げます。

本報告は、専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びその和解）

についてでございます。町長の専決処分事項の指定についての規定に基づき、本年２月

２７日に発生した公用車事故の対人事故分について、６月２４日に示談が成立しました

ので、同日付で専決処分させていただいたものです。
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以上が報告理由でございます。

詳細につきまして、病院総務課副課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願

いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院総務課副課長。

○病院総務課副課長（藤原 秀明君） 病院の藤原でございます。それでは、御説明申し

上げます。

６月議会で対物賠償の報告をさせていただいたところでございますが、今回はその事

故の対人賠償分でございます。

この事故は、平成２５年２月２７日午後４時５分ごろに、訪問看護ステーションの看

護師が運転する公用車、軽四自動車でございますが、国道３１２号線を訪問先に向かう

ために南進しており、福本交差点の赤信号で停車をいたしておりました。その際に、助

手席に置いていた書類を見ようと体を傾けた際にブレーキを踏む足が緩み、前進して前

にとまっていた車に追突したものでございます。相手車は姫路市在住の方の軽四自動車

で、助手席の方がけがをされたもので、それに伴う賠償でございまして、賠償額は３５

万６，４３６円で、この金額は保険金で対応をいたしております。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 報告が終わりました。

本報告に対する質疑に入ります。

質疑、特にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結します。

報告第５号については、以上のとおりでございます。よろしく御了承のほどお願いい

たします。

⋞ ⋞

日程第６ 報告第６号

○議長（安部 重助君） 日程第６、報告第６号、平成２４年度（第１５期）株式会社神

崎フード経営状況報告の件を議題といたします。

上程報告に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 報告第６号の提案理由並びに概要説明を申し上げます。

本報告は、平成２４年度（第１５期）株式会社神崎フード経営状況報告の件であり、

地方自治法２４３条の３第２項の規定に基づき報告するものでございます。

第１５期の経営状況ですが、平成２３年３月１１日に発生しました東日本大震災の影

響がまだあるものの、前年度と比較して４．８％の売り上げ増となりました。売上総額

は１０億９，０００万円余りで、前年度よりも５，０００万円近く増加しました。しか
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し、労務費で２．６％削減したものの、円安による材料費の高騰、東日本大震災による

米の高騰などにより、差し引き経常収益は１，３４１万５，０００円の赤字となってい

ます。

経営の全般としましては依然として厳しい状況が続いており、取引先から納品価格の

引き下げ要望が強いことや円安による光熱費や原材料費の高騰も経営を圧迫しており、

赤字要因となっております。

今後は、仕入れ先見直しや生産性向上、売り込み強化などに努めていくとともに、つ

くってもつくっても赤字になってしまうという食品業界の過当競争に巻き込まれてしま

っている現状を少しずつシフト変更し、神河町最大の加工施設であることを再認識し、

町内で最も不足していると指摘されている農産物の加工、特に町内産食材の地域内循環

を図り、７０万人が訪れている観光交流施設と連動させていくなど、町内の６次産業化

や地産地消を進めるという機能も持たせていこうとしております。

平成２５年度からは、既に地域食材を生かした神河弁当や銀の馬車道弁当などの新商

品開発にも取り組んでおりますし、また、高齢化によりつくり手が不足している福祉給

食などにも参入しており、採算だけを追求するのではなく、神河町が抱える行政課題を

解決していくための施設としての方向性も検討しているところでございます。

以上が報告理由と内容でございます。

詳細につきまして、地域振興課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願いい

たします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課、野村でございます。それでは、報告第６

号の内容につきまして、御説明申し上げます。

５月に開催されました第１５期定時株主総会で承認されました株式会社神崎フードの

決算報告書につきまして、御報告をいたします。

表紙の次の２ページ目の３月末の会社の状況でございますが、株主は神河町とエスア

ールジャパン株式会社と兵庫西農業協同組合の３社でありまして、町の持ち分は８３０

株の４，１５０万円で、４９．７％の筆頭株主であります。２３年度は足立前町長が社

長でしたが、昨年の株主総会でエスアールジャパンの濱本専務が新しい社長に選任され

まして、２４年度は新体制で東日本大震災後に収支が悪化しました神崎フードの経営改

善に取り組みました。

３ページの従業員数は、役員、社員、パートで９４人でございますが、お盆やゴール

デンウイーク、年末年始の繁忙期には、アルバイトや派遣職員を採用しまして１３０人

以上の体制で取り組みました。

４ページには、第２期から１５期までの収支の状況を記載しております。１５年間の

うち、６期が赤字となっています。特に、創業期の第１期と２期、また提携先の銀杏家
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が倒産しました第９期と東日本大震災が発生しました第１４期と第１５期に大きな赤字

となっております。

５ページの事業報告書では、神崎フードの経営内容を書いております。売上高は前期

比４．８％増の１０億９，０４７万円で、４，９７３万円の増額となりました。取引先

の売り上げでは、イオンや山陽マルナカ、さとうに対しましては３，０００万円以上の

売り上げ増となりましたが、マックスバリュ西日本やマルアイ、エーコープ近畿、カワ

ベ、エスアールジャパンは減少しまして、マックスバリュでは４，６５４万円の売り上

げ減となりました。

売り上げ全体は、第１４期の東日本大震災による売り上げの減少をカバーして増加い

たしましたが、製造製品原価の材料費が昨年以上に高くなり、労務費や販売経費の削減

ではカバーできずに、経常利益が１，３４１万円の赤字、当期利益が１，３６８万円の

赤字となってしまいました。この材料費の増加の原因の大半は、米の仕入れ価格の高騰

が占めておりまして、昨年度も米の値上がりが主たる原因で２，１５９万円の赤字とな

りましたが、この値上がり分を昨年の４月から１０月まではほぼカバーできていました

が、１１月以降に再度の値上がりでキロ当たり平均３８円も高くなってしまったため、

米の仕入れ価格だけで１，００４万円もの支出増となってしまいました。今期の赤字の

大半がこの米代の値上がりとなっていますが、取引先との米代の販売価格への上乗せの

協議等を通じまして、対応できつつある状況でございます。しかし、さらなる仕入れの

見直しや生産性の効率化、商品原価に見合った商品開発に努めてまいります。

次に、６ページの貸借対照表でございますが、左側の資産の部の合計欄のみを説明さ

せていただきます。流動資産の合計で１億９，６５０万円となっております。金額の大

きなものは、現金⋞預金で５，７０７万円、売掛金で１億２，５５１万円、原材料等の

棚卸資産で１，１１２万円、未収入金で２６４万円となっています。次に、固定資産合

計で３，９３９万円となっています。内訳は、建物、附属設備、工具⋞器具、備品等の

有形固定資産で２，３０１万円、ソフトウエア等の無形固定資産で１９１万円、投資有

価証券等のその他資産で１，４４６万円となっています。資産の部の合計で２億３，５

９０万６，１４０円となっております。

次に、右側の負債の部では、買掛金、短期借入金等の流動負債で１億７，０７４万円、

長期借入金の固定負債で３，５１２万円、負債の部合計では２億５８６万円となりまし

た。資本金は８，３５０万円となっています。利益剰余金でマイナスの５，３４６万円

となりまして、純資産の部合計では３，００３万円となりました。負債⋞純資産の部の

合計は２億３，５９０万６，１４０円となりました。

次に、７ページの損益計算書を御説明申し上げます。売上高は１０億９，０４７万円

でございますが、この内訳は、エスアールジャパン勘定の売り上げが２億５，４４０万

円、神崎フード勘定の売り上げが６億８，１０５万円、物販の売り上げが１億３，７９

５万円、大黒茶屋の売り上げが弁当、麺、お土産、喫茶等で１，７０６万円となりまし
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た。

次に、売上原価でございますが、期首棚卸し高が１６万円、物販仕入れ高が１億１，

８０２万円、大黒茶屋商品仕入れ高が５７７万円、大黒茶屋弁当仕入れ高が３１０万円、

マックスバリュ等の集配センター利用手数料等のセンターフィーが３，３４１万円、合

計１億６，０７２万円となっています。当期製品製造原価は７億８，２３６万円ですが、

内訳は９ページに記載しております。材料費で５億５，０６０万円、労務費で１億５，

７０９万円、経費で７４９万７，０００円、それに棚卸し高を差し引きまして７億８，

２３６万円となり、合計９億４，３２５万円となっております。大黒茶屋の弁当仕入れ

高が神崎フード内部での取引となりますので、他勘定振替高の３１０万円を引き、期末

の棚卸し高１１万円も引きまして、売上原価の合計が９億４，００３万円となっており

ます。売り上げから原価を差し引いた売上総利益、粗利でございますが、１億５，０４

４万円となりました。

一方、販売費及び一般管理費ですが、合計金額が１億６，７８４万円となっています。

内訳は８ページに記載しております。金額の高いものでは、販売員給与の１，９４８万

円、事務員給料の８０３万円、発送配達費の６，４４８万円、支払い手数料の７８３万

円、雑給の６２５万円、役員報酬の１，９２９万円、大黒茶屋労務費の５７７万円等と

なっています。

７ページに戻っていただきまして、売上総利益から販売費及び一般管理費を差し引い

た営業損失は１，７４０万円となりました。

ハローワーク等を通じた雇用に係る補助金等の営業外収益で７４０万円、繰り延べ資

産償却等の営業外費用で３４１万円となりまして、経常損失は１，３４１万円となって

います。特別利益と特別損失はありませんので、法人税、住民税及び事業税を引きまし

て、当期純損失は１，３６８万円となっています。１４期までの３，９７８万円の損失

と合わせまして、５，３４６万円が次期への繰り越し損失となっております。

１０ページに、第１６期の事業計画を記載しております。売上高１１億２，６６５万

円、３．３％増の３，６１６万円の増加を目指します。売り上げと経費の関係で、取引

終了しました虎重山本食品等の売り上げが２，５００万円減少しますが、新規取引先と

しまして、エームサービス、これは給食会社でございまして、パナソニックやビジネス

ホテルの食堂を経営、その食堂の中におにぎり、巻きずし等を納品しております。それ

で、５，０００万円の増加を見込んでおります。経費につきましては、労務費の削減を

進めます。また、米の値段は下がってくるものと見込んでおりますが、電力代金の２８

０万円の増加と減価償却費の２４０万円を計上しております。販売管理費は、前期より

も絞り込んだ金額の１億８，５９０万円を見込んでおります。詳しくは、１１ページか

ら１４ページの表、小さくて見にくいものとなっていますが、１３ページ、１４ページ

の右端に年間の予算金額を入れております。経常利益で１４９万円の黒字を見込んでい

ます。
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米飯業界につきましては、米の値上がりによりまして、どの業者も苦しい経営を強い

られています。提携先のエスアールジャパンは、創業以来、毎年３，０００万円程度の

黒字を計上していましたが、昨年、一昨年と米の値上がりに対応できずに赤字の決算と

なっています。厳しい経営状況ですが、新規取引先を開拓しながら、利益率の悪い繁忙

期の手巻きずし等の取引を中止しまして、利益率の向上を目指していきます。

また、商工観光係とも連携しながら銀の馬車道弁当の製品化を進めていまして、この

秋には完成する見込みであります。８月２８日の区長会では全員の区長さんにこの弁当

を試食していただきまして、地域の食材が使ってあり、味もよかったとの感想もいただ

いております。ほかにも社会福祉協議会の町内のひとり暮らし高齢者への福祉宅配弁当

の製造は既に取り組んでおりまして、将来は宅食事業への取り組みも検討していますの

で、町民の皆様、議員の皆様も神崎フードの商品を積極的に御購入いただけたら幸いで

あります。

以上で、第１５期株式会社神崎フードの決算報告書の説明を終わらせていただきます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） これ、追加資料の説明がありますか。

○地域振興課長（野村 浩平君） 失礼いたしました。

きょう、机の上に地域振興課追加資料という名前で、資料１が株式会社神崎フード経

営改善計画書、資料２が神河町フードセンター洗浄機改修工事資料ということで、ちょ

っと補正の分もあわせまして資料をつくらせて、机の上に別紙で追加資料として置いて

おります。御確認をいただきたいと思います。

その中の資料１でございます。非常に収支が悪かったということを受けまして、フー

ドの濱本代表取締役社長からことしの４月以降の１６期の経営改善計画書が届きました。

これを御説明申し上げます。

先ほど私がちらっと言うたところとかぶる部分もあるんでございますが、昨年短期第

１５期、１６期経営改善計画書を提出いたしました。第１５期につきましては、売り上

げ目標１億２，６００万円、経常利益２９０万円及び営業強化取り組み事項１０項目、

製造原価⋞販売管理費改善対策５項目を掲げましての改善運営をいたしましたが、売り

上げ１０億９，０４８万円、経常利益１，３４１万円の赤字と、残念な結果となりまし

た。

要因としましては、米価格の高騰でございます。平成２３年１１月より値上がりが始

まり、それまで１キロ当たり平均２３２．６円でしたが、１４期下期は１キログラム当

たり平均２７２．２円となり、３９．６円の値上がりとなりました。下期使用量２６０

トンで、１，０３１万円の仕入れ増となりました。第１５期はさらに値上がりしまして、

平均２７５．６円で３．４円高となり、使用量３５３トンで１２０万円の仕入れ増とな

りました。しかしながら、売上高５億３，２０２万円、経常利益３６万円でありました。

しかし、下期１１月に、さらに１キロ当たり平均３１３円で３７．７円の値上がりとな
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りまして、使用量２６６トンに対しまして１，００４万円の仕入れ増となりました。第

１４期と１５期を比較しますと、平均単価で４２．１円高くなり、使用量６２０トンで

２，６１１万円の仕入れ増となりました。また、スーパーふじうら、岡山県にあるんで

すが、が民事再生となり、売掛金３８８万円のうち１９４万円を損金処理いたしました。

これが経営悪化の主たる要因でございます。

この間、１５期の対応としましては、得意先へ値上げの申請をしております。なかな

か難しいですが、一部得意先が応じてくれております。商品に規格変更、内部改善とい

うことで業者と取引先とも協議しながら、グラム数を変更いたしております。創意工夫、

努力によって生産効率を高めて労務費の削減、１４期が１９．３％、１５期が１６．８

％となりまして、製造売上高に対しまして２，３３８万円の削減、２．５％の削減とな

っております。４番目に、衛生顧問の契約解除、年間１８０万円の削減。配送費の見直

し、年間４４０万円の削減。ノリの価格の見直し、年間２５万円の削減。包装資材の見

直し、８０万円の削減。シルバーによる社内清掃等の隔日への変更、年間４８万円の削

減。障害者の隔日出勤と内職者の取りやめ、年間２４万円の削減。燃料費の見直し等で

２４万円の削減。その他としまして、会社の携帯電話等の見直しで３６万円の削減。以

上によりまして、第１４期に対して３，１９５万円の削減は実行いたしました。

この１６期に関しましては、売り上げ目標１１億２，６６５万円の計画です。５月ご

ろより若干米価格が値下がり状況になってきており喜んでおりますが、反面電気料金が

値上がりとなりまして、関西電力より前期使用量から算出して、今期約２８０万円の増

額見込みとの報告でございます。また、円安の影響で原材料が値上げの状況となってき

ております。相変わらずの厳しい状況に変わりはなく、経営は苦しい状態ですが、第１

５期よりの改善策を引き続き継続しまして、なおかつ売り上げ増及び製造原価の削減に

下記の数値を目指し、努力いたしております。

１、売り上げ目標１１億２，６６５万円、対前年１０３．１％、３，６１６万円の増。

２、原材料費７億２８４万円、前年６億７，４１８万円、総売り上げ比６１．８％。３

番、製造労務費１億５，２９９万円、製品売り上げ比１５．９％、前年１億５，７０９

万円、製品売り上げ比１６．８％。次のページの４、製造経費７，７７４万円、製品売

り上げ比７．７％。販売管理費１億８，５９０万円、対売り上げ比は１７．５％。係長

以上の役職者が上記目標数値を立てて、それぞれ業務に邁進いたしております。また、

前期より削減しております経費においては、今期も継続して続けてまいります。

なお、ことし７月までの実績は、累積で売り上げ３億５，９９０万円、予算は３億４，

９１５万円、前年実績が３億３，９６３万円でございます。製品売り上げ３億１，９２

２万円、予算２億９，８４０万円、前年が２億９，４２３万円でございました。材料費

が、今期が２億１，９８４万円、予算が２億１，５９３万円、前期が２億４９４万円。

労務費、今期４，７８２万円、予算４，７０７万円、前期が５，１６７万円。工場経費、

今期２，７４１万円、予算２，４８６万円、前期２，２７５万円。販売管理費、今期３，
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９１５万円、予算３，９２５万円、前期４，１１６万円。経常利益、今期１８４万円の

黒字、予算７６万円の赤字、前期が１０２万円の赤字。上記内容にて推移いたしており

ます。

今期は、社会福祉協議会よりの、先ほど申し上げました弁当に参加させていただきま

して、町内の皆様に喜んでいただき、おいしいと言っていただけるように頑張っており

ます。と同時に、役場の地域振興課の皆様の御指導により神河弁当も完成いたしまして、

今後はロケ弁当及び町の催しの際には御利用いただければと願っております。米が主原

料の現業務に邁進するとともに新規事業に取り組まなければと考えますが、当初資金の

かかる事業は控え、まずは何としてでも今期の黒字化を目指し、努力いたしてまいる所

存でございます。今後とも御指導、御鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

以上が濱本社長からの経営改善計画でございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 以上、提案説明が終わりました。

ここで本報告に対する質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。

成田議員。

○議員（12番 成田 政敏君） １２番、成田です。

今、説明を受けました追加資料の４枚目ですか、今期の実績です。今期７月までの実

績は累積でということで説明を今いただきましたですけども。それで、売り上げが１０

６％昨年対比ふえておると、これの要因、どこにどういうふうにふえてるのかという、

どういう努力でふえてるのかということと、販売管理費が前年対比９５．１％。売り上

げ１００億に対して９５％ということはかなりの改善なんですが、これの要因について

ちょっと説明をしていただけますか。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課、野村でございます。

その横のページ、左側のページの下から番号を打っております１、２、３のうちの１

でございまして、甲子園弁当、スーパーふじうら等との取引が中止となりましたが、Ａ

ＦＳ兵庫、イオン、ビッグ、マックスバリュ中四国への納品、これイオングループのこ

とでございます、への納品が強化いたしております。それと、山陽マルナカとの取引額

もふえております。新規得意先としまして、エームサービス、大和生研、この大和生研

いいましたら、１１７グループの斎場等の弁当でございます、への取引が増加しており

ます。これにはちょっと書いておりませんが、ゴダイドラッグ等との取引もどんどん進

めておりまして、それによりまして売り上げがふえたということでございます。

販売管理費につきましては、右のページの上のほうの４、５とありまして、上の方に、

５番目の分、ちょっと説明申し上げませんでしたが、昨年と比べまして、取締役副社長

が１名退任いたしました。その人件費が浮いております。それと、減価償却費１２０万

円を計上しております。これによりまして、対前年比９５．１％というふうに絞り込め

たと。並びに労務費の削減は、先ほど申し上げましたとおりでございます。以上でござ
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います。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

成田議員。

○議員（12番 成田 政敏君） １点。経営努力をされてるということについては理解が

できましたが、ここは以前から議会からいろいろと言っておりますように、事業構造と

いうものが今の薄利多売の弁当ということだけでは、永遠にこういう赤字、黒字、赤字、

黒字を繰り返すという経営になることはもう目に見えてますので、事業構造を変えてい

かないかんということをいろいろと今まで過去に御指摘申し上げておりますが、そうい

う点についての経営陣の考え方について、どういうふうに変化しておるのか、あるいは

どういう戦略をお持ちなのか、この辺について聞かせてください。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課、野村でございます。

事業構造、議会からいろいろと御指導いただいております、数年前から。これにつき

ましては、神崎フードにも十分その旨正確に伝えております。その中で協議して、今、

神崎フードの答えとしましては、さまざまな投資経費、リース経費等の経費がかかって

おります。それを販売価格の原材料費の中に入れて販売しているということでございま

して、その販売額が減れば、今の投資費用等が上乗せできなくなるということになりま

すと、ますます納品価格は高くなりまして、１個当たり、例えば５円乗せていた分が７

円、８円乗せないと投資費等が回収できないということになりますんで、なかなか売り

上げ縮小は構造的に難しいんであるということでございまして、まずは売り上げを目指

すというのがずっと創業以来続いているというのが実情でございます。

その中で、特色のあるものへの取り組み、だけどそれだけじゃだめであろうというこ

とでございまして、フードとしてどのような町内に位置づけられるのかというところで

ございまして、例えば、今御説明申し上げましたように、高齢者向けの宅配弁当製造、

これは週に２回、五、六十個の弁当をつくって社会福祉協議会に届けまして、そこから

ボランティアの方がひとり暮らしの高齢者の方に届けられておりますが、今はフードは

つくって届けているだけというところでございますが、将来的にはそれだけじゃだめな

んじゃないかというところをちらっと言いましたが、全ての部分の宅配も視野に入れな

がら取り組みを研究していきたいというところで始めた事業でございます。少しでも町

内の方の役に立ちたいという思いもあって、また新しい事業展開できないかなというと

ころで始めたものでございます。

それと、町内の農産物、コシヒカリを使った神河弁当、銀の馬車道弁当、郡内、銀の

馬車道沿線の食材をできるだけ使った、そういう弁当、神河町の食材をもう少したくさ

ん使った神河弁当と、そういうふうな取り組みも始めております。それらについては、

まだ途についたばかりでございまして、今からそれを大きな資産に育てていけたらなと

いうふうな考えでおるところでございます。以上でございます。

－３９－



○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤原日順議員。

○議員（11番 藤原 日順君） １１番、藤原でございます。

今、説明の中で、製造経費、工場経費のほうが前年度２，２７５万円が２，７４１万

円ということで、４７０万増加しておると。これが７月までの実績ですんで、４カ月に

ついて４７０万増加している、前年比２０％ふえてるという、この要因なんですけども、

まず考えられるのは電力費の高騰というのがあると思うんですけども、そこの説明の中

で、今期の算出では前期よりも２８５万ふえるだろうということなんですけども、それ

以外に４カ月で４７０万ふえてるという理由は、例えば、修繕費が突発的なものがあっ

たのか、その他何か製造経費の中で突出したものがあったのか、それのところをお聞か

せいただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課、野村でございます。

主たる要因は、議員御指摘のように、電気代が主たるものでございますが、それだけ

ではございません。石油製品を包装資材にたくさん使っております。その包装資材が１

円値上げになるだけで莫大なお金になってしまいまして、それをできるだけ値上げさせ

ないように仕入れ業者等とのいろんな協議も進めているんでございますが、なかなか抑

えきれないと。逆に言いましたら、フードとしてはマックスバリュ等に少しでも高く買

ってほしいというのと逆の立場になりまして、高く買ってあげたいんやけどもできるだ

け安く仕入れたいというところなんですが、包装資材等が上がってきております。

修繕につきましては、これという大きなかたまった修繕はございませんが、施設の老

朽化に伴いまして、いろんなところでどんどんどんどん修繕がふえてるという、何万円、

何十万円の単位がふえているというんが実情でございます。今期は、この数字はたまた

またくさんふえてるようになっておりますが、通期で見ればそんなに高くならないんじ

ゃないかなとは思うんでございますが、修繕費だけにつきましては、予想以上に高くな

る可能性もあるというところでございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。

１点、人件費の削減ということが上がっておるんですけど、報告でもお話ししたよう

に、削減はできたという中で、ここに書いてある内容では製造の順序とか人の配置等の

中で抑制ということが上がっておるんですけど、削減ということの中もあったのか、そ

れともこれによって本当に従業員がやろうという気力的なもんが湧いてきた段階での結

果なんか、そこをちょっとお聞かせ願いたい。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課、野村でございます。
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人件費削減いいますのは、エスアールジャパンと比べまして、やはり人件費が高いと

いうのが現状でございます。向こうは都会の真ん中にございまして、安い賃金できつい

労働条件でも結構人が集まってくるというところがありまして、人件費が安く抑えられ

ていると。そこと神河町と、こういう田舎と一緒にしてもろたら困るとは濱本社長には

申し上げているんでございますが、やはり人件費全体として高いのでもう少し削減して

ほしいということで、全ての見直しをしております。

製造におきましては、作業時間の短縮でございます。１日当たり１時間でも３０分で

も短縮していくいうんが人件費の削減。人を何人首切るとか、そういうような削減では

なくて、１人当たりの労働時間、労働効率アップを目指した中での人件費の削減に取り

組んでいるという状況でございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。

そういった中で、製造も当然、時間的に削減すれば、製造がそれに対して少なくなる

いうような、そういうようなこともある中で、実際よう募集の放送が流れるわけなんで

すが、そういったことも含める、賃金等いろんな形での中で厳しいもんがあるんではな

いかと。実際、それぞれ先ほど言われたように、向こうの賃金が安いさかいということ

もあるかもわかりませんけれど、やはり（聴取不能）への雇用、地元の人を雇用するこ

とに関して、やはり従業員には本当にやろう、製造を伸ばそうと、頑張ろうという意欲

的なものの中で持っていってもらわなければ、あそこがこうだからこうだ、時間短縮だ

と、これで給料の削減とできたという合理的なんは、もう一つ納得いかないものがある

と思いますので、そこらあたりしっかり社長とも見詰めながら方向性を出していく必要

があると思うんですけれど。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） このお盆の製造に関しましては、濱本社長は８月１０

日間ぐらい、ことしずるずるとお盆の期間がございましたんで１０日間ぐらいあったん

ですが、ほとんど毎日製造の現場へおりて、つくられてます製品を毎日、ほとんど寝る

時間が２時間とか４時間とか。そのような中で、その中で非常に従業員の皆さん、年配

の女性が多いんですが、物すごく仕事をしていただいてるというところは社長もよく感

じられてまして、何とかしたいんやと、ちょっとでも給料をもう少したくさん出せるよ

うにしたいという思いは非常に強く持たれてます。そして、お盆の手当が一人頭、ちょ

っと私がフードへ行ったとき出ておりましたが、余り言えないんですけども、２，００

０円とか３，０００円とか、もうちょっとだけ、非常に頑張られてもその程度しか出せ

ないという現状がありまして、やっぱりこれではいけないというところで、非常に手間

暇がかかって利益率の悪いマックスバリュの手巻きずしを何とか来年から断れないかと

か、いろんなことを考えておられます。少しでも収益を上げて、今いる従業員の給料を

少しでも上げたいという思いは持っているんでございますが、まず黒字化を目指すとい
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う中で、従業員の皆さんにもよく説明して、作業効率のアップを通した人件費の削減に

努めているというんが現状でございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。

やはり従業員、働く人が本当に頑張って黒字出すんやという意欲的なものがなくなる

ような方向ではだめやと思いますので、そこをしっかりと相談なり話を持っていってい

ただいて、雇用の方も喜んでいただく中で黒字というような方向をしていただきますよ

うよろしくお願いしておきます。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） ありがとうございます。ただいま賜りましたお話、全

て社長と役員にお伝えいたします。ありがとうございます。

○議長（安部 重助君） ほか、特にございませんか。

ないようでございましたら質疑を終結したいと思いますが、よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑を終結いたします。

報告第６号については、以上のとおりでございます。よろしく御了承のほどお願いい

たします。

ここで昼食のため暫時休憩いたします。再開は１３時ちょうどといたします。

午後０時０２分休憩

午後１時００分再開

○議長（安部 重助君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

⋞ ⋞

○議長（安部 重助君） 先ほど１０時５７分に、神河町に大雨警報が発令されました。

昨日に引き続き、現在も激しい雨が降っている状況でございます。町としては水防指令

第１号を発令したいという状況でございますので、ここで町長から説明を受けます。

町長、お願いします。

○町長（山名 宗悟君） 議長のほうから雨の情報について、今、話があったわけでござ

います。昨日からの雨が一旦はやんでおったのですけども、昼前から非常に強い雨にな

っております。１０時５７分、大雨警報が発令をされておりまして、その時点ではまだ

小降りでありましたが、現時点の雨雲の様子を見てみますと、ちょうどこの時間帯が非

常に強い雨雲になっております。そして、この雨雲の状況、流れといたしましては、少

し小降りになるかもしれませんけども、引き続きの強い雨が夕方まで神河町を通過する

という予想が出ておりますので、町といたしましては、この後すぐに水防指令１号を発

令をして、そして水防対策ということで準備を進めていきたいというふうに考えますの

で、御理解をよろしくお願いしたいなと思います。以上です。
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○議長（安部 重助君） ただいま町長のほうから説明がありましたように、水防対応の

ために水防指令第１号を発令するという報告がございましたので、ここで職員につきま

しては本部設置のためにすぐに待機せないかんという状況でございますので、皆様方に

お諮りいたします。

ここで会議を延会したいと思います。御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないと思います。

そういった意味で、ただいまから延会に入ります。よろしくお願いいたします。

職員の方、対応に十分注意しながら対応していただきますようお願いします。

次の会議は、明日午前９時再開といたしますので、御了承願います。

午後１時０２分延会
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